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2006 年に国連総会で採択された「障害者権利条約」は、障害者を地域に生きる普通の市民ととらえ、尊厳の尊

重、差異の尊重、機会の平等とともに、社会への完全かつ効果的な参加及びインクルージョンを権利として保障

している。現在、76 カ国が条約に批准をしているが（http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=257）、

日本政府は、批准をしていない（2007 年 9 月 28 日に条約に署名）。 

 

障害者権利条約は、教育については第 24 条で、締約国に対し「あらゆる段階におけるインクルーシブな教育

制度及び生涯学習」を保障するように定めている。我が国の特別支援教育は、障害の種類と程度で就学先を分け

別学での就学制度となっていることから、条約で謳われている「インクルーシブな教育制度」に沿うよう法律を

改正する必要がある。また条約では、「個人が必要とするものについての合理的配慮が提供されること」とあり、

合理的配慮を提供するための法整備も求められている。 

 

民主党は、2009 年４月に提出した「障がい者制度改革推進法案」で、「義務教育制度について、障がい者が障

がい者以外の者と共に教育を受ける機会を確保することを基本とし、障がい者又はその保護者が希望するときに

は、特別支援学校又は特別支援学級における教育を受けることができるようにするものとする」としている。 

 

政府では、条約批准を視野に内閣総理大臣を本部長とする障害者制度改革推進本部を設置（09.12.8 閣議決定）

し、国内法の整備を始め障害者施策の総合的かつ効果的な推進を図るとしている。 

 

私たちは与党として、こうした政府のとりくみを後押しする形で、教育分野についても条約が求めるインクル

ーシブ教育への転換に向けて、我が国の障がい児教育の現状を把握し、必要な法整備について議論し、課題を明

確にして政策提言を行うため、本議連を設置するものである。 
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